
別紙

（仮称）新潟関川風力発電事業 環境影響評価方法書に関する意見書

本事業は、関川村において、総出力最大47,300kWの陸上風力発電所を設置するもので

あり、 再生可能エネルギ ーの導入・普及の推進により、 地球温暖化対策に資するもので

ある。

一方で、大型の風力発電機を最大11 基設置するものであり、対象事業実施区域（以下

「実施区域」という。）及びその周辺には数多くの住居が存在するとともに、 実施区域

の全域が磐梯朝日国立公園内に位置することなどから、 生活環境や自然環境への影響が

懸念される。

本事業計画の更なる検討に当たっては、 以下の措置を適切に講ずるとともに、 それぞ

れの検討の経緯及び内容について、 環境影響評価準備書 （以下「準備書」という。）に

適切に記載すること。

1 総括的事項

(1)準備書においては、 事業計画の詳細を可能な限り確定させた上で、 地域特性及び事

業特性を踏まえ、 必要に応じて環境影響評価の項目や手法を見直し、 適切に調査、予

測及び評価を行い、環境影響が回避又は極力低減されるよう必要な環境保全措置を検

討すること。 また、 事業計画の確定に至った検討の経緯を準備書に記載すること。

(2)準備書段階で、 環境への影響が予想される項目に係る事業計画の細部が未確定の場

合は、 最も環境負荷が大きくなる条件を想定し、 調査、 予測及び評価を行うこと。

(3)環境影響評価項目の調査、 予測及び評価に当たっては、 国内外の最新の知見や専門

家等の助言を踏まえ、 適切に行うこと。

(4)実施区域及びその周辺には、 自然公園法に基づき指定された磐梯朝日国立公園の第

2種特別地域、第3種特別地域及び普通地域が位置していることから、本事業計画の

今後の検討に当たっては、当該国立公園管理者を含む関係機関等と調整を十分に行う

とともに、 地域住民等に対し丁寧かつ十分な説明を行うこと。

(5)実施区域及びその周辺には、 地すべり防止区域、 土砂災害警戒区域等が存在してい

ることから、地盤や地質の状況、樹木の伐採による影響などを踏まえ事業計画を検討

し、本事業の実施による重大な影響を回避又は十分に低減できない場合は、実施区域

や風力発電機の配置・基数の再検討など事業計画の見直しを行うこと。












